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条
　
　

例

◆
宇
土
市
ま
ち
づ
く
り
基
金
条
例
の
制
定

　

地
域
住
民
が
主
体
的
か
つ
自
主
的
に
行
う
公
ӹ
的
な
ま
ち
づ
く
り

活
動
ฒ
び
に
幅
広
い
視

ฒ
び
に
༏
ल
な
技
術
及
び
能
力
を
༗
す

る
人
材
の
育
成
の
た
め
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
、
基
金
条
例

を
制
定
す
る
も
の
。

・
施
行
日　

公

の
日

ừ
制
定
内
容
Ử

・
基
金
の
額
、
管
理
、
運
用
ӹ
金
の
処
理
、
処
分
な
ど
に
つ
い
て
規

定
す
る
。

・
宇
土
市
人
づ
く
り
基
金
条
例
を
ഇ
ࢭ
す
る
。

◆
宇
土
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
施
設
条
例
の
一
部
改
正

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
ԉ
法
及
び
ब
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、

保
育
等
の
૯
合
的
な
提
ڙ
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に

う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に

い
、
条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

・
施
行
日　

子
ど
も
・
子
育
て
支
ԉ
法
の
施
行
の
日

ừ
主
な
改
正
内
容
Ử

・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
利
用
で
き
る
者
の
ൣ
ғ
を
「
低
学
年
児

童
」
に
ݶ
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

◆
宇
土
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正

　

健
康
保
険
法
施
行
ྩ
及
び
国
民
健
康
保
険
法
の
改
正
に

い
、
条

例
を
改
正
す
る
も
の
。

・
施
行
日　

平
成
27
年
１
月
１
日
ほ
か

ừ
主
な
改
正
内
容
Ử

・
出
産
育
児
一
時
金
を
「
３
９
０
，
０
０
０
円
」
か
ら
「
４
０
４
，

０
０
０
円
」
に
改
め
る
。

◆
宇
土
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

　

国
民
健
康
保
険
事
業
の
円

な
財
政
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
条

例
を
改
正
す
る
も
の
。

・
施
行
日　

平
成
27
年
４
月
１
日

ừ
主
な
改
正
内
容
Ử

・
国
民
健
康
保
険
税
の
率
及
び
額
の
改
定
。

◆
宇
土
市
立
幼
稚
園
一
時
預
か
り
保
育
条
例
の
制
定

　

宇
土
市
立
༮
ஓ
Ԃ
に
お
い
て
一
時
༬
か
り
保
育
を
実
施
す
る
た
め
、

条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

・
施
行
日　

平
成
27
年
４
月
１
日

ừ
制
定
内
容
Ử

・
対
象
Ԃ
児
を
現
に
༮
ஓ
Ԃ
に
在
੶
し
て
い
る
༮
児
と
す
る
。

・
一
時
༬
か
り
保
育
料
を
利
用
１
日
当
た
り
１
０
０
円
と
す
る
。
た

だ
し
、
Ն
ق
ٳ
業
期
間
は
期
間
当
た
り
６
，
０
０
０
円
、
ౙ
ق
ٳ

業
日
及
び
य़
ق
ٳ
業
日
は
各
期
間
当
た
り
２
，
０
０
０
円
と
す
る
。

予

算

◆
平
成
26
年
度
宇
土
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４

号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ͧ
れ
７
，
７
̔
７
万
２
千
円
増
額
し
、
૯
額
を
48

億
５
，
５
３
２
万
９
千
円
と
す
る
。
主
な
も
の
は
、
事
業
費
確
定

に

う
ա
年
度
返
ؐ
金
及
び
シ
ス
ς
ム
改
म
に

う
増
額
補
正
。

◆
平
成
26
年
度
宇
土
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ͧ
れ
６
１
４
万
４
千
円
増
額
し
、
૯
額
を
32
億
１
，

６
̔
０
万
̔
千
円
と
す
る
。
主
な
も
の
は
、
宇

広
域
連
合
負
担

金
及
び
シ
ス
ς
ム
改
म
に

う
増
額
補
正
ฒ
び
に
給
付
見
込
に
よ

る
介
護
α
ー
Ϗ
ス
費
等
、
介
護
予
防
α
ー
Ϗ
ス
ॾ
費
及
び
特
定
入

所
者
介
護
α
ー
Ϗ
ス
経
費
等
の
予
算
の
組
替
。

平成26年 第４回定例会
ɹୈ�ճఆྫձΛ12月�日͔Β12月1�日·Ͱɼ1�日ؒͷձظͰ։͠࠵·ͨ͠ɻ
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平成27年 2月 15日3

そ

の

他

◆
指
定
管
理
者
の
指
定

　

指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
地
方
自
治
法
第
２

４
４
条
の
２
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
。

ừ
管
理
を
行
わ
せ
る
公
の
施
設
の
໊
称
Ử

　

宇
土
マ
リ
ー
ナ
物
産
館

ừ
指
定
管
理
者
と
な
る
団
体
の
໊
称
Ử

　

ג
式
会
社
ベ
ル
ポ
ー
ト
宇
土

ừ
指
定
の
期
間
Ử

　

平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
32
年
３
月
31
日
ま
で

人
　
　

事

◆
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
（
任
期
３
年
）

　

ࡔ
口　

ݡ
一　

ࢯ
（
新

）

˓ٞձվֵਪ進特ผҕһձ

委員長 副委員長 委員

浜口多美雄 宮原　雄一
今中真之助　　嶋本　圭人　　樫﨑　政治　　野口　修一

藤井　慶峰　　芥川　幸子　　山村　保夫

ピックアップ 「議会改革推進特別委員会」・
「決算審査特別委員会」の
２つの特別委員会を設置

ٞձվֵਪ進特ผҕһձとはʁ
　政策論争を活発化し，議会の存在感を高めるための議会基本条例の制定を含めた議会改革について
調査・研究を行います。

৹ࠪ特ผҕһձࢉܾ˓

委員長 副委員長 委員

芥川　幸子 今中真之助
田尻　正三　　宮原　雄一　　柴田　正樹　　樫﨑　政治

中口　俊宏　　浜口多美雄

৹ࠪ特ผҕһձとはʁࢉܾ
　歳入歳出予算執行の実績である決算の案件を審査
するために設置される委員会のことをいいます。議
会が決定した予算が適正に執行されたかを審査し，
その結果は翌年度以降の予算編成や行政執行に活か
されます。

宇土マリーナ  ͓こしき館
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ฏ��ୈ̐ճӉٞࢢձఆྫձɹҰൠ࣭問Ұཡද
発言順 氏名 質問事項（大項目） 掲載ページ

̍ ฏ ɹߐ ޫ ً
ࢱ者ྸߴ （1）
（2） ো͕い者ࢱ
（3） 教育ڥ

５

２  ɹޱ म Ұ
（1） ࠭μϜとؒെଅਐ
（2） খֶ生の௨ֶ
ԉࢧ介護と介護者ࡏ （3）

６

３ ࠓ தɹ ਅ ೭ ॿ
（1） 部ੑ׆Խ対ࡦについて
উについてܠׁׯ （2）
ࡦ対ࡂのؒࢁ （3）

７

４ ా ৲ɹ ਖ਼ ࡾ （1） ֗࿏౮の -&%Խについて ８

５ த ɹޱ ढ़ 
（1） Ҭ生（まち・ͻと・し͝と生法）について
（2） 結ࠗࢧԉ׆ಈ事業について
（3） ҆શ・҆৺ؾݩͳまちづくりについて

９

６ և ɹ  ࢠ

（1） লΤω対ࡦについて
（2） 特別ࢧԉ教育について
づくりについてڥͲを産Έ育てすいࢠ （3）
（4） ए者の定ॅ・Ҡॅのଅਐ施ࡦについて

10

７ ֽ 㟒ɹ  ࣏ （1） ࡂ対ࡦについて
（2） 介護αーϏεについて 11

８  ాɹ ᷵ Ұ
（1） ถՁམに対する対Ԡについて
ਤ書館のॆ࣮についてߍֶ （2）
（3） খنا業ৼڵ基ຊ法について

12

˗ฏ��ӉࢢҰൠձิܭਖ਼༧ࢉʢ第６߸ʣ
　歳入歳出それぞれ4億5,716万3千円を増額し，総額を152億7,416万9千円とする。

費　目
（歳出概要）

予算額
（千円）

歳出の主なもの
（　）内は補正額【単位：千円】

総 務 費 93,860 まちづくり基金積立金（90,575）

民 生 費 342,876
国保会計繰出金（77,872），障害者福祉サービス事業経費
（47,804），保育所等緊急整備事業（162,792）

衛 生 費 △56,558
高齢者インフルエンザ予防接種事業（4,920），宇城広域連合負担
金〔清掃総務一般経費〕（△64,619）

農林水産業費 5,549 農地台帳システム改修費（2,376），農地中間管理事業費（2,600）

土 木 費 △4,977
公営住宅維持管理経費（5,590），住宅・建築物安全ストック形成
事業（△13,014）

消 防 費 40,869
宇城広域連合負担金〔常備消防費〕（△2,186），網津防災センター
建設事業（43,055）

教 育 費 35,544
小学校教師用教科書等購入費（19,707），学校施設管理経費
（8,043）
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5

Ұൠ࣭

平成27年 2月 15日

հ
ޢ
อ
ݥ
੍

ͷ
վ
ਖ਼
ͱ

市
ͷ
औ
Γ

Έ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

来
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
制

度
の
大
き
な
改
正
点
は
、「
住
み
׳

れ
た
地
域
で
生
活
を
継
続
で
き
る
様

な
シ
ス
ς
ム
づ
く
り
」、「
費
用
負
担

の
公
平
化
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

中
で
特
に
、
住
み
׳
れ
た
家
で
、
地

域
で
生
活
で
き
る
シ
ス
ς
ム
づ
く
り

を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
。

ま
た
、
要
支
ԉ
１
・
２
の
方
々
へ
の

α
ー
Ϗ
ス
が
市
町
ଜ
ಠ
自
の
地
域
支

ԉ
事
業
に
Ҡ
る
こ
と
に
な
る
が
、
今

後
ど
の
よ
う
に
実
施
し
て
い
く
予
定

で
あ
る
の
か
。

答　

地
域
で
生
活
を
継
続
し
て
い

く
た
め
の
「
地
域
แ
ׅ
έ
ア
シ
ス
ς

ム
」
の
構
ங
に
つ
い
て
は
、
ҩ
ྍ
や

介
護
等
、
多
職
छ
と
の
連
携
の
中
で
、

地
域
の
օ
様
の
ご
協
力
も
い
た
だ
き

な
が
ら
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。
ま
た
、
要
支
ԉ
認
定
者
に
対

す
る
地
域
支
ԉ
事
業
に
つ
い
て
も
、

α
ー
Ϗ
ス
の
低
下
を
ট
か
な
い
よ
う
、

̣
̥
̤
や
ボ
ラ
ン
ς
ィ
ア
、
各
छ
団

体
等
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら

実
施
し
て
い
き
た
い
。

�

（
健
康

ࢱ
部
長
）

ো
͕
͍
ऀ
ͷ
ࣗ
ཱ
ʹ

͚
ͨ

ো

ऀ

ࢱ
ࢪ
策
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

ো
が
い
を
お
持
ち
の
方
が
自

立
し
て
生
活
す
る
た
め
の
支
ԉ
と
し

て
、
仕
事
量
の
֦
大
と
生
活
す
る
場

の
確
保
が
必
要
で
は
な
い
か
。
ো


者
༏
先
調
ୡ
法
に
基
づ
く
市
の
物


ߪ
入
の
状
況
と
、
グ
ル
ー
プ
ϗ
ー
ム

の
設
置
に
対
す
る
市
の
考
え
に
つ
い

て
。

答　

ো

者
༏
先
調
ୡ
法
に
基
づ

く
ো

者
ब
࿑
施
設
等
か
ら
の
物


等
に
つ
い
て
は
、
市

所
ி
ࣷ
や
小

中
学
ߍ
等
で

用
す
る
ト
イ
レ
ッ
ト

ϖ
ー
パ
ー
の
ߪ
入
な
ど
を
༏
先
的
に

行
う
調
ୡ
方
針
を
定
め
、
今
年
度
は

ࡢ
年
度
の
実
績
額
56
万
円
を
上
回
る

目
ඪ
を
設
定
し
て
い
る
。
ま
た
グ

ル
ー
プ
ϗ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
市
内

に
設
置
を
希
望
す
る
民
間
事
業
者
に

対
し
て
、
市
と
し
て
可
能
な
ݶ
り
の

協
力
と
支
ԉ
を
行
っ
て
い
く
。

�

（
健
康

ࢱ
部
長
）

教
ҭ

ڥ
ͷ

උ
ͱ
͠
ͯ
௨

ֶ
路
ͷ
҆
શ
֬
อ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

自
転
車
の
通
学
に
お
い
て
は

各
学
ߍ
か
ら
の
指
導
が
さ
れ
て
い
る

が
、
通
学
路
に
対
し
て
は
ె
า
に
て

も
自
転
車
に
お
い
て
も
支
ো
を
き
た

し
て
い
る
状
況
だ
が
。

答　

今
後
、
通
学
路
の
า
道
整
備

に
つ
い
て
は
、
地
元
や
学
ߍ
か
ら
の

要
望
、
教
育
委
員
会
な
ど
の
関
係
機

関
の
意
見
を
参
考
に
検
討
し
て
い
き

た
い
。
า
道
の
草
מ
な
ど
の
維
持
管

理
は
最
༏
先
で
対
応
し
て
お
り
、
国

道
、
県
道
に
お
い
て
も
早
ٸ
に
要
望

を
行
っ
て
い
る
。�

（
建
設
部
長
）

答　

今
後
は
、
国
・
県
の
道
路
管

理
者
、
ܯ
察
関
係
者
、
学
ߍ
関
係
者

を
委
員
と
す
る
宇
土
市
通
学
路
҆
全

推
進
会
議
を
組
織
し
、
ة
険
個
所
の

点
検
・
ղ
ফ
に
向
け
た
協
議
を
行
い
、

児
童
・
生
ె
の
交
通
҆
全
確
保
の
た

め
、
宇
土
市
通
学
路
交
通
҆
全
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
ࡦ
定
を
予
定
し
て
い
る
。

�

（
教
育
部
長
）

گい௨ֶ࿏ঢ়ڱのҝࡶ

第６期を迎える介護保険事業について

（
無
所
属
）

平
江
　
光
輝
　
議
員
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࠭

μ
Ϝ
ͱ
ؒ
െ
ͷ
促
進

問　

熊
日
ه
事
の
「
μ
ム
２
割　

ଯ
࠭

定

す
」
を
ಡ
み
࠭
防
μ
ム

に
関
৺
を
持
っ
た
。
࠭
防
μ
ム
の


割
に
つ
い
て
、
水

対
ࡦ
の

に
立

つ
の
か
、
本
来
の

割
も
含
め
、
詳

し
く
説
明
し
て
ほ
し
い
。

答　

࠭
防
μ
ム
は
、
土
や
࠭
や
ੴ

が
水
と
ࠞ
͟
っ
て
ྲྀ
れ
出
す
土
ੴ
ྲྀ

を
৯
い
ࢭ
め
る
ಇ
き
。
土
࠭
を
ཷ
め

て
ܢ
ྲྀ
の
ޯ
配
を
؇
や
か
に
し
、
ߑ

水
時
に
大
量
の
土
࠭
が
下
ྲྀ
に
ྲྀ
れ

出
る
こ
と
を
防
͙
ಇ
き
が
あ
る
。

�
（
建
設
部
長
）

問　
「
緑
の
μ
ム
」
の
考
え
方
が

あ
る
。
何
も
し
て
い
な
い

は
、
日

が
当
た
ら
ず
草
も
生
え
ず
、
大
Ӎ
が

߱
れ
ば
ද
土
が
ྲྀ
れ
、
ࠜ
回
り
の
土

が
ແ
く
な
る
。
加
え
て
ւ
へ
ྲྀ
れ
込

Ή
ӫ
ཆ
分
な
ど
も
ݮ
る
。
市
の

ྛ

保
全
の
取
組
み
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

答　

平
成
11
年
宇
土
市

ྛ
整
備

計
画
を
作
成
し
、
ւ
の
ӫ
ཆ
源
と
な

る
水
源
ᔻ
ཆ
、
ࢁ
地
ࡂ

防
ࢭ
や
地

域
の
շ
ద
な
生
活

ڥ
保
全
な
ど
機

能
別

ྛ
整
備
を
推
進
し
て
い
る
。

さ
ら
に
県
が
進
め
る
間
െ
促
進
の

「
針
広
ࠞ
交
ྛ
化
促
進
事
業
」
等
に

つ
い
て
、
市
民
へ
積
ۃ
的
に
周
知
を

図
り
、

ྛ
整
備
に
係
る
施
ࡦ
等
を

取
組
Ή
。�

（
経
済
部
長
）

ࡏ

հ
ޢ
ͱ
հ
ޢ
ै
ࣄ
ऀ
ࢧ
ԉ

問　

宇
土
市
で
、
在
宅
で
介
護

α
ー
Ϗ
ス
を
受
け
て
い
る
介
護
認
定

者
の
数
、
そ
の
内
１
ੈ
ଳ
で
２
人
以

上
の
介
護
認
定
者
が
い
る
ੈ
ଳ
数
は

ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
聞
き
た
い
。

答　

平
成
26
年
９
月
現
在
、
在
宅

で
介
護
α
ー
Ϗ
ス
を
受
け
て
い
る
方

は
１
，
３
２
４
໊
。
そ
の
内
、
２
人

以
上
の
介
護
認
定
者
が
い
る
ੈ
ଳ
数

は
１
４
７
ੈ
ଳ
と
な
っ
て
い
る
。

�
（
健
康

ࢱ
部
長
）

問　

在
宅
の
介
護
従
事
者
に
対
す

る
支
ԉ
内
容
は
ど
う
か
。
加
え
て
２

人
以
上
の
在
宅
介
護
従
事
者
の
支
ԉ

ࡦ
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

答　

市
ಠ
自
の
施
ࡦ
と
し
て
、
在

宅
介
護
手
当
を
要
介
護
４
・
５
の
認

定
者
を
介
護
し
て
い
る
方
に
年
額

12
万
円
、
要
介
護
３
の
認
定
者
を
介

護
し
て
い
る
方
に
年
額
６
万
円
を
給

付
し
て
い
る
。
次
に
、
要
介
護
者
が

１
ੈ
ଳ
に
ෳ
数
い
る
場
合
の
支
ԉ
は
、

特
別
に
は
行
っ
て
い
な
い
。

�

（
健
康

ࢱ
部
長
）

問　

２
人
以
上
を
介
護
す
る
介
護

従
事
者
は
、
仕
事
面
・
生
活
面
で


い
٧
め
ら
れ
て
い
る
家
庭
も
あ
る
と

聞
く
、
介
護
従
事
者
の
生
活
維
持
、

金
મ
的
・
ਫ਼
ਆ
的
負
担
の
ܰ
ݮ
対
ࡦ

を
必
要
と
思
う
が
、
検
討
し
て
い
る

の
か
。

答　

第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画

で
は
、
在
宅
で
必
要
な
ҩ
ྍ
・
介
護

α
ー
Ϗ
ス
を
受
け
ら
れ
る
地
域
แ
ׅ

έ
ア
シ
ス
ς
ム
の
構
ங
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
介
護
従
事
者
に
対
す
る
対

ࡦ
に
つ
い
て
も
、
今
後
、
先
進
的
な

取
り
組
み
に
つ
い
て
ษ
強
さ
せ
て
い

た
だ
き
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

�

（
健
康

ࢱ
部
長
）

土ੴྲྀ༻࠭μϜ（Ӝখদ۠）

砂防ダムと間伐の促進、在宅介護と介護従事者支援

（
政
風
会
）

野
口
　
修
一
　
議
員
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෦
׆
ੑ
Խ
対
策
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　


ా
地
区
の
民
間
保
育
所
が

平
成
28
年
度
に
Ֆ
Ԃ
地
区
へ
Ҡ
転
す

る
こ
と
の
経
Ң
に
つ
い
て
。

答　

入
所
希
望
児
童
数
は
年
々
増

加
し
て
お
り
、
特
に
Ֆ
Ԃ
地
区
で
は

ݦ
ஶ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
受

け
、
市
で
は
平
成
24
年
10
月
ࠒ
か
ら

市
内
保
育
所
に
定
員
増
や
Ֆ
Ԃ
地
区

へ
の
分
Ԃ
を
含
Ή
保
育
所
開
設
の
協

力
要
請
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
状
況

下
に
、
ࡢ
年

ా
地
区
の
保
育
所
か

ら
現
施
設
の

ٺ
化
等
を
理
༝
に
定

員
増
に
よ
る
Ҡ
転
申
し
出
を
受
け
た
。

そ
こ
で
市
と
し
て
৭
々
と
検
討
し
、

建
設
費
用
に
国
・
県
等
の
補
助
金
が

活
用
で
き
る
よ
う
α
ポ
ー
ト
す
る
こ

と
と
し
た
。�

（
健
康

ࢱ
部
長
）

問　

在
Ԃ
児
及
び
そ
の
保
護
者
に

対
し
て
の
フ
ォ
ロ
ー
と
対
応
ࡦ
は
十

分
に
な
さ
れ
て
い
る
か
。

答　

地
元
・
保
護
者
説
明
会
を
開

催
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
Ҡ
転
当
ॳ

か
ら
の
転
Ԃ
に
つ
い
て
要
望
も
あ
っ

た
。
民
間
保
育
所
と
市
の

割
分
担

は
あ
る
が
、

৺

意
対
応
し
て
い

き
た
い
。�

（
健
康

ࢱ
部
長
）

問　

子
育
て
ੈ

、
若
者
ੈ

を


部
地
区
に
定
住
さ
せ
る
た
め
、

「
農
地
や
ۭ
き
家
を
η
ッ
ト
で
提
ڙ

す
る
よ
う
な
施
ࡦ
」
を
実
施
さ
れ
て

は
と
考
え
る
が
、
市
と
し
て
何
か
考

え
て
あ
る
か
。

答　

ۭ
き
家
に
関
し
て
は
今
年
度

中
に
調
査
が
終
ྃ
す
る
の
で
、
ۭ
き

家

報
の
提
ڙ
手
ஈ
を
検
討
し
て
い

き
た
い
。
ま
た
、
単
に
ۭ
き
家
の
提

ڙ
だ
け
で
は
Ҡ
住
は
進
ま
な
い
。
提

案
の
よ
う
に
仕
事
場
と
し
て
の
農
地

と
住
Ή
場
所
で
あ
る
ۭ
き
家
を
η
ッ

ト
で

報
提
ڙ
す
れ
ば
Ҡ
住
・
定
住

も
進
Ή
と
思
う
。

ా
地
区
を
含
Ή


部
活
性
化
は
市
の
重
要
施
ࡦ
の
一

つ
と
Ґ
置
付
け
て
い
る
。
引
き
続
き

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。�

（
市
長
）

ׯ
ׁ
ܠ
উ
地
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

年
々
注
目
を
ཋ
び
て
き
て
い

る
が
、
要
望
の
高
い
ల
望

を
設
置

し
て
は
い
か
が
か
。

答　

市
と
し
て
も
計
画
し
て
い
る
。

補
助
メ
ニ
ỿ
ー
を
調
査
し
、
確
定
次

第
、
事
業
を
実
施
し
た
い
。

�

（
経
済
部
長
）

ࢁ
ؒ
地
ͷ
ࡂ

対
策
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

全
国
的
に
ࡂ

対
ࡦ
が
不
十

分
な
場
所
が
ࡢ
今
ਙ
大
な
被

に
見


わ
れ
て
い
る
。

い
本
市
に
お
い

て
は
ۙ
年
大
き
な
ࡂ

に
見

わ
れ

て
い
な
い
が
、
対
ࡦ
が
ٸ
務
な
ة
険

個
所
が
多
く
ଘ
在
す
る
よ
う
に
思
え

る
。
ࢁ
間
地
の
土
࠭
ࡂ

等
の
ࡂ


対
ࡦ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
ま
た

道
路
の
ة
険
個
所
対
ࡦ
の
༏
先
ॱ
Ґ

は
。

答　

土
ੴ
ྲྀ
に
よ
る
ة
険
個
所
や

ٸ

ࣼ
地
่
յ
に
よ
る
ة
険
個
所
は

熊
本
県
が
指
定
し
て
お
り
、
本
市
に

は
土
ੴ
ྲྀ
が
85
Օ
所
（
対
ࡦ
済
７
Օ

所
）、
ٸ

ࣼ
地
が
２
１
２
Օ
所

（
同
48
Օ
所
）
あ
る
。
ま
た
、
整
備

も
熊
本
県
が
行
っ
て
お
り
、
数
が
多

い
た
め
整
備
が

い
付
い
て
い
な
い

の
が
現
状
で
あ
る
。
道
路
整
備
は
各

地
区
の
バ
ラ
ン
ス
等
も
考
慮
し
、
ة

険
個
所
を
取
り
আ
く
こ
と
を
最
༏
先

に
整
備
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

�

（
建
設
部
長
）

西部地区活性化は最重要課題
Խのະདྷͳいੑ׆にண手しͳ͚Ε部۠にࡦにۭきՈ対ظૣ

（
政
風
会
）

今
中
真
之
助
　
議
員
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֗
路
౮
ͷ
̡
̚
̙
Խ
ʹ
ͭ

͍
ͯ

問　

宇
土
市
街
地
の
街
路
灯
、
特

に
本
町
通
り
の
街
路
灯
は
、
以
前
は

各
行
政
区
各
々
で
水
ۜ
灯
が
設
置
さ

れ
て
い
た
が
、
現
在
は
市
の
市
街
地

活
性
化
政
ࡦ
に
よ
り
ナ
ト
リ

ム
灯

が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
維
持
管
理
は

行
政
が
負
担
し
、
そ
の
ి
ؾ
料
金
は

地
元
行
政
区
が
負
担
し
て
い
る
。
ࡢ

今
の

ళ
街
の
ਰ
ୀ
の
た
め

ళ
の

ݮ
少
や
ి
ؾ
料
金
の

上
げ
に
よ
り

行
政
区
の
負
担
が
増
大
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
行
政
区
に
よ
っ
て
は
ి
ؾ

料
金
の
増
大
に
対
応
す
る
た
め
に
区

費
の

上
げ
を
検
討
し
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
る
。
ま
さ
に
༛
予
の
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
街
路
灯
を
̡
Ｅ

Ｄ
化
し
省
ి
力
化
さ
れ
れ
ば
、
ి
ؾ

料
金
の
負
担
も
市
負
担
の
維
持
費
も

ܰ
ݮ
さ
れ
る
。
ま
た
、
ෳ
数
の
当
֘

行
政
区
で
は
ి
ؾ
料
金
が
ܰ
ݮ
さ
れ

る
な
ら
ば
̡
Ｅ
Ｄ
化
に

う
費
用
の

一
部
を
区
で
負
担
し
て
も
よ
い
と
い

う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
在

設
置
さ
れ
て
い
る
街
路
灯
の
経
ա
年

数
（
ण
໋
）
を
צ
案
し
て
も
１
日
も

早
い
̡
Ｅ
Ｄ
化
が
不
可
ܽ
だ
と
思
う

が
、
市
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

か
。

答　

質
問
の
झ
ࢫ
の
街
路
灯
は
、

現
在
は
市
街
地
に
２
０
５
基
設
置
さ

れ
て
い
る
。
設
置
に
つ
い
て
は
、
平

成
９
年
か
ら
平
成
23
年
に
か
け
て
、

県
道
川
৲
宇
土
線
の
改
म
に
合
わ
せ

て
、
ๅ
く
じ
助
成
金
や
ま
ち
な
か
づ

く
り
交
付
金
事
業
、
県
の

ళ
街
ৼ

ڵ
事
業
で
設
置
さ
れ
た
。
維
持
管
理

に
つ
い
て
は
、
各
行
政
区
と
市
に
お

い
て
֮
書
を
క
結
し
、
ి
ؾ
料
金
は

行
政
区
が
負
担
し
、
ফ

ث
具
替
え

や
म
સ
等
は
市
が
負
担
し
て
い
る
。

̡
Ｅ
Ｄ
化
を
す
れ
ば
ి
ؾ
料
金
や
維

持
管
理
ί
ス
ト
の
ܰ
ݮ
が
予

さ
れ

る
。

　

し
か
し
、
̡
Ｅ
Ｄ
化
に

う
交


費
用
に
は
多
額
の
費
用
が
必
要
と
な

る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
র
度
試
験
や

ラ
ン
ニ
ン
グ
ί
ス
ト
等
の
検
ূ
を
行

う
と
と
も
に
、
各
行
政
区
の
意
向
を

確
認
し
た
う
え
で
、
よ
り
༗
利
な

国
・
県
の
補
助
メ
ニ
ỿ
ー
を
調
査
し

検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

�

（
経
済
部
長
）

街路灯を LED化し、コストの削減を
ຊொ௨り

（
宇
土
、
み
ら
い
）

田
尻
　
正
三
　
議
員
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地
ํ

生
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

政

が
最
重
点
課
題
と
し
て

掲
げ
て
い
る
地
方

生
に
向
け
て
の

２
つ
の
法
案
「
ま
ち
・
ͻ
と
・
し
ご

と

生
法
」
と
「
改
正
地
域
࠶
生

法
」
が
11
月
21
日
国
会
で
可
決
成
立

し
た
。
こ
の
法
律
は
、
各
自
治
体
に

「
地
方
൛
૯
合
ઓ
ུ
」
の
ࡦ
定
を
ٛ

務
付
け
る
な
ど
今
後
の
地
域
づ
く
り

に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
組

織
体
制
の
問
題
、
つ
͗
に
重
点
的
な

対
ࡦ
課
題
、
そ
し
て
人
的
支
ԉ
活
用

の
３
点
を
質
問
す
る
。

答　

組
織
体
制
は
、
部
長
以
上
で

構
成
す
る
政
ࡦ
会
議
で
協
議
・
対
ࡦ

を
࿅
っ
て
い
く
。
地
方
൛
૯
合
ઓ
ུ

の
ࡦ
定
は
、
今
年
度
、
第
ޒ
次
宇
土

市
૯
合
計
画
後
期
基
本
計
画
を
ࡦ
定

中
で
あ
り
、
市
民
の
օ
様
か
ら
地
域

の
実

を
「
ま
ち
づ
く
り
࠲
ஊ
会
」

で
意
見
を

い
て
お
り
、
宇
土
市
൛

の
૯
合
ઓ
ུ
の
ࡦ
定
に
活
か
し
た
い
。

次
に
、
対
ࡦ
・
課
題
は
、
定
住
促
進

対
ࡦ
が
重
要
で
あ
る
。
中
৺
市
街
地

周
辺
に
お
い
て
は
農
地
が
ࢄ
在
し
て

い
る
が
、
農
用
地
区
域
の
আ
外
や
農

地
転
用
ڐ
可
に
係
る
申
請
で
宅
地
整

備
を
あ
き
ら
め
͟
る
を
得
な
い
状
況

に
あ
る
。
農
用
地
区
域
の
আ
外
や
農

地
転
用
手
続
き
が
؇

さ
れ
る
こ
と

で
、
定
住
促
進
の
受
け
ࡼ
と
な
る
住

宅
地
確
保
が
可
能
と
な
り
、
定
住
人

口
の
増
加
や
地
域
の
活
性
化
に
つ
な

が
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、「
農
業

ৼ
ڵ
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
、

農
地
法
」
に
つ
い
て
規
制
؇

を
関

係
団
体
に
要
望
す
る
。
次
に
人
的
支

ԉ
は
、
国
は
、
地
方

生
に
積
ۃ
的

に
取
組
Ή
市
町
ଜ
に
対
し
、
中
ԝ
省

ி
の
職
員
や
༗
ࣝ
者
を
派
遣
す
る
制

度
と
国
の
職
員
等
に
よ
る
૬
ஊ
૭
口

を
設
け
て
積
ۃ
的
に
支
ԉ
す
る
制
度

が
あ
る
。
本
市
は
、
後
者
の
地
方


生
の
取
組
み
、
宇
土
市
൛
૯
合
ઓ
ུ

ࡦ
定
の
ࡍ
に
૬
ஊ
し
て
い
く
制
度
を

申
請
し
て
い
る
。�

（
市
長
）

ࠗ
׆
ࣄ
ۀ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

本
市
に
お
け
る
ࠗ
活
支
ԉ
事

業
の
活
動
の
経
Ң
と
今
後
の
対
ࡦ
に

つ
い
て
質
問
す
る
。

答　

本
市
の
ࠗ
活
支
ԉ
事
業
は
第

２
期
市
長
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
踏
ま
え

少
子
化
に
ࣃ
ࢭ
め
を
か
け
る
未
ࠗ
化
、

൩
ࠗ
化
の
ղ
ফ
や
定
住
人
口
増
加
を

目
的
に
今
年
度
か
ら
始
め
た
。
な
お

平
成
２１
年
度
に
少
子
化
対
ࡦ
の
一


で
出
会
い
の
場
づ
く
り
の
バ
ス
π

ア
ー
を
開
催
し
た
こ
と
が
あ
る
。
今

年
度
は
10
月
に
「
う
と　

Ｄ
Ｅ　

あ

い
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
イ
ベ
ン
ト

を
開
催
し
た
。
உ
性
は
宇
土
市
在
住

の
25
歳
か
ら
45
歳
ま
で
の
ಠ

で
第

一
次
産
業
の
方
を
༏
先
し
た
。
ঁ
性

は
、
年
齢
は
உ
性
と
同
様
で
県
内
か

ら
公
募
し
た
。
当
日
各
12
໊
の
参
加

が
あ
り
、
２
組
の
カ
ッ
プ
ル
が
成
立

し
た
。

　

今
後
は
、
ࠗ
活
事
業
を
進
め
て
い

る
宇

広
域
連
合
や
̟
Ａ
熊
本
う
き

等
と
連
携
を
強
化
し
、
市
民
の
օ
様

の
ニ
Ổ
ζ
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
取
組

み
た
い
。�

（
企
画
部
長
）

宇土市の発లを指して

地方創生について

（
無
所
属
）

中
口
　
俊
宏
　
議
員
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ল
Τ
ω
対
策
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

全
国
で
は
、
道
路
র
明
灯
の

̡
Ｅ
Ｄ
導
入
が
進
ん
で
お
り
、
早
期

に
̡
Ｅ
Ｄ
設
置
を
可
能
と
す
る
手
法

と
し
て
、
リ
ー
ス
方
式
を
࠾
用
す
る

自
治
体
が
増
え
て
い
る
。
本
市
で
の

取
り
組
み
は
ど
う
か
。

答　

道
路
র
明
灯
の
̡
Ｅ
Ｄ
র
明

へ
の
ߋ
新
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
࠶

整
備
や
ط
ଘ
の
道
路
র
明
灯
の

ٺ

化
等
に
よ
り
道
路
র
明
灯
を
ߋ
新
す

る
ࡍ
、
̡
Ｅ
Ｄ
র
明
に

り
替
え
て

い
き
た
い
と
思
う
。
そ
の
ࡍ
、
整
備

費
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
ス
方

式
も
含
め
検
討
し
て
い
き
た
い
。

�
（
建
設
部
長
）

特
別
ࢧ
ԉ
教
ҭ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

ಡ
Ή
こ
と
が
ࠔ
難
な
児
童
・

生
ె
の
た
め
の
「
σ
イ
δ
ー
教
Պ

書
」
の
提
ڙ
に
つ
い
て
。

答　

σ
イ
δ
ー
教
Պ
書
の
導
入
に

つ
い
て
は
、
効
果
が
あ
る
児
童
・
生

ె
も
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

利
用
に
つ
い
て
は
、
申
請
を
す
れ
ば
、

ແ
償
で
パ
ι
ί
ン
に
μ

ン
ロ
ー
ド

で
き
る
の
で
、
࠶
度
、
利
用
及
び
効

果
等
に
つ
い
て
、
学
ߍ
側
に
周
知
を

図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

�

（
教
育
部
長
）

ࢠ
Ͳ

Λ
࢈
Έ
ҭ
ͯ

͢

͍

ڥ
ͮ
͘
Γ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

地
域
に
お
け
る

れ
目
な
い


৷
・
出
産
支
ԉ
強
化
の
た
め
の

「

৷
・
出
産
แ
ׅ
支
ԉ
モ
σ
ル
事

業
」
に
全
国
で
い
く
つ
か
の
自
治
体

が
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
今
後
、
本

市
で
こ
の
モ
σ
ル
事
業
の
導
入
予
定

は
あ
る
の
か
。

答　

現
在
、
保
健
η
ン
タ
ー
を
拠

点
に
こ
の
モ
σ
ル
事
業
と
ྨ
ࣅ
し
た

৭
ん
な

子
保
健
事
業
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
今
年
度
か
ら
モ
σ
ル
事
業

を
実
施
し
た
先
進
地
自
治
体
の
成
果

を
調
べ
て
、
本
市
の
地
域
性
に
合
っ

た
事
業
の
導
入
を
検
討
し
て
い
き
た

い
。�
（
健
康

ࢱ
部
長
）

問　
「
保
育
マ
マ
」
制
度
と
さ
れ

て
い
る
家
庭
的
保
育
事
業
に
つ
い
て
、

子
ど
も
・
子
育
て
支
ԉ
新
制
度
に
お

け
る
事
業
体
制
と
、
今
後
、
こ
の
事

業
に
つ
い
て
ど
う
取
り
組
Ή
の
か
。

答　

家
庭
的
保
育
事
業
は
、
保
育

所
等
か
ら
技
術
的
な
支
ԉ
を
受
け
な

が
ら
、
保
育
࢜
等
が
居
宅
等
に
お
い

て
、
最
大
５
人
以
下
の
０
歳
か
ら
３

歳
未
満
の
保
育
が
必
要
な
ೕ
༮
児
を

対
象
に
、
家
庭
的
な
ง
ғ
ؾ
の
も
と
、

き
め
細
や
か
な
保
育
を
実
施
す
る
も

の
で
、
本
市
で
は
、
０
歳
か
ら
２
歳

児
の
保
育
所
入
所
状
況
と
待
機
者
を

確
認
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

�

（
健
康

ࢱ
部
長
）

ए
ऀ
ͷ
ఆ
ॅ
ɾ
Ҡ
ॅ
ͷ
促

進
ࢪ
策
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　
「
地
域
お
こ
し
協
力
ୂ
」
事

業
の
活
用
に
つ
い
て
。

答　
「
地
域
お
こ
し
協
力
ୂ
」
と
は
、

人
口
ݮ
少
や
高
齢
化
が
進
Ή
地
方
自

治
体
に
お
い
て
、
都
市
部
の
住
民
の

地
方
Ҡ
住
を
促
し
、
地
域
力
の
維
持

強
化
を
図
る
目
的
で
、
平
成
21
年
度

か
ら
国
が
始
め
た
制
度
で
あ
る
。
県

内
で
は
、
̔
自
治
体
が
取
り
組
ん
で

い
る
。�

（
企
画
部
長
）

答　

本
市
の
定
住
促
進
の
ݺ
び
水

と
な
る
よ
う
、「
地
域
お
こ
し
協
力

ୂ
」
の
活
用
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

く
。�

（
市
長
）

我がまちへ、若者の定住移住の促進施策を

Ҭ͓こし協ྗୂの׆ಈ෩ܠ（ࢁས・ब農ࢧԉ）

（
公
明
党
）

芥
川
　
幸
子
　
議
員
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Ϧ
ί
ồ
ϧ
Ờ
対
策
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

ઔ
෩
機
型
の
ϋ
ロ
ή
ン
ώ
ー

タ
ー
が
ಥ
વ
発
Ր
し
、
基
൘
か
ら
の

発
Ր
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
が

っ

た
。
各
家
庭
で
も
こ
の
よ
う
な
ة
険

な
状
況
が
あ
る
と
思
う
が
、
市
は
ど

の
よ
う
な
対
ࡦ
を
行
っ
て
い
る
の
か
。

答　

メ
ー
カ
ー
か
ら
の
リ
ί
ー
ル

周
知
依
頼
を
受
け
て
市
施
設
で
の
チ

ラ
シ
の
設
置
及
び
掲
示
等
に
よ
る
周

知
や
、
国
民
生
活
η
ン
タ
ー
、
県
等

の
関
係
機
関
か
ら
の

報
提
ڙ
を
受

け
て
市
民
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対

応
し
て
い
る
。
ト
ラ
ブ
ル
発
生
後
に

お
い
て
も
、
関
係
機
関
と
連
携
を
と

り
な
が
ら
ղ
決
に
向
け
た
対
応
を

行
っ
て
い
る
。�

（
経
済
部
長
）

要
望　

ഁ
産
等
に
よ
り
、
メ
ー

カ
ー
側
の
告
知
に
は
ݶ
界
が
あ
り
、

市
民
一
人
ͻ
と
り
の
自
ݾ
防
Ӵ
が
必

要
に
な
っ
て
く
る
。
҆
৺
҆
全
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
し
て
い
る
宇
土
市
が

α
ポ
ー
ト
し
て
ܒ
発
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

հ
ޢ
α
ồ
Ϗ
ε
ॅ
ॴ
地
特
ྫ

ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

施
設
所
在
地
に
住
所
を
Ҡ
し

た
場
合
、
施
設
入
所
前
の
市
町
ଜ
の

介
護
保
険
被
保
険
者
と
し
て
取
り
ѻ

わ
れ
る
住
所
地
特
例
が

え
な
い
施

設
だ
と
、
他
市
町
ଜ
か
ら

ࢁ
Ҡ
り

住
ん
で
来
た
ら
、
介
護
保
険
料
を
上

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
可
能
性

が
あ
る
が
。

答　

༗
料

人
ϗ
ー
ム
に
つ
い
て

は
住
所
地
特
例
が
ద
用
さ
れ
る
が
、

α
ー
Ϗ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
に

つ
い
て
は
住
所
地
特
例
が
ద
用
さ
れ

ず
、
宇
土
市
が
保
険
者
と
な
る
。
来

年
４
月
か
ら
は
介
護
保
険
法
の
改
正

に
よ
り
、
α
ー
Ϗ
ス
付
き
高
齢
者
向

け
住
宅
に
つ
い
て
も
住
所
地
特
例
の

対
象
に
な
る
と
聞
い
て
い
る
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
（
健
康

ࢱ
部
長
）

問　

༗
料

人
ϗ
ー
ム
は
住
所
地

特
例
ద
用
、
α
ー
Ϗ
ス
付
き
高
齢
者

向
け
住
宅
に
つ
い
て
は
、
４
月
以
߱

は
住
所
地
特
例
の
ద
用
に
な
る
予
定

で
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
ద
用

আ
外
。
こ
れ
ら
の
施
設
が
建
設
さ
れ

た
場
合
、
少
な
か
ら
ず
市
の
財
政
負

担
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
建
設
に
対
し

て
市
の
関
༩
は
あ
る
の
か
。
建
設
を

ڋ
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

答　

こ
れ
ら
の
施
設
の
設
置
に
つ

い
て
は
、
必
要
な
の
は
ಧ
出
で
あ
り
、

市
に
対
し
て
は
、
県
が
事
前
申
出
を

受
理
し
た
ࡍ
と
設
置
ಧ
出
を
受
理
し

た
ࡍ
に
報
告
が
あ
る
だ
け
で
、
市
は

こ
れ
を
ڋ
否
で
き
な
い
。

�

（
健
康

ࢱ
部
長
）

問　

介
護
保
険
事
業
計
画
の
ద
正

な
運
用
管
理
を
行
う
た
め
に
も
、
市

町
ଜ
が
関
༩
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
が
、
市
長
の
考
え

は
。

答　

住
所
地
特
例
の
ൣ
ғ
が
֦
大

さ
れ
る
が
、
来
年
４
月
１
日
以
߱
の

入
所
者
か
ら
ద
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
以
前
に
入
所
し
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
は
ద
用
さ
れ
な
い
。
事

前
に
市
町
ଜ
の
意
見
を
聞
き
、
そ
の

意
向
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
が

必
要
と
思
わ
れ
、
今
後
、
国
や
県
に

対
し
て
、
強
く
求
め
て
い
き
た
い
。

�

（
市
長
）

発Րしͨϋϩήϯώーλー

介護サービス住所地特例について

（
宇
土
、
み
ら
い
）

樫
﨑
　
政
治
　
議
員
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ถ
Ձ
ͷ
Լ
མ
対
策
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

今
年
度
の
+
"
の
概
算
金

支

は
、
一
ඨ
60
ᶵ
当
り
̔
，

５
２
０
円
で
前
年
よ
り
大
幅
に
下
མ

し
て
い
る
。
実
ࡍ
の
市
場
取
引
は
さ

ら
に
҆
く
、
農
家
全
体
の
ݮ
収
は

１
億
５
千
万
円
を

え
て
い
る
。
下

མ
の
原
Ҽ
は
҆
ഒ
政
ݖ
が
5
1
1

参
加
を
前
提
に
ա

ถ
対
ࡦ
を
と
ら

ず
市
場
取
引
に

せ
て
い
る
た
め
で

あ
る
。
こ
ん
な
҆
さ
で
は
原
材
料
の

支

い
、
࠶
生
産
も
で
き
な
い
。
地

域
経
済
に
༩
え
る
影
響
も
大
き
い
。

農
家
の

ら
し
や
地
域
経
済
を
क
る

た
め
に
国
・
県
に
特
別
な
対
ࡦ
を
取

る
よ
う
求
め
、
市
も
支
ԉ
す
べ
き
で

あ
る
。

答　

今
年
産
ถ
の
下
མ
に
対
し
て

は
、
県
と
同
様
に
直
接
的
な
支
ԉ
は

考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
日
ࠒ
か

ら

を
か
い
た
分
の
対
価
は
応
分
の

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ

て
い
る
。
地
域
の
農
業
を
क
る
た
め
、

農
ଜ
を
क
る
た
め
、

ڥ
を
क
る
た

め
、
個
々
の
農
業
者
が
日
々
ߞ
作
に

ま
い
進
し
て
い
る
。
そ
の
様
子
を
思

い
ු
か
べ
る
と
ૉ
直
に
಄
が
下
が
る

思
い
だ
。
こ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
大

き
な
課
題
も
あ
る
が
、
熊
本
県
や
市

長
会
を
通
じ
て
、
経
済
対
ࡦ
の

設

を
ૌ
え
て
ま
い
り
た
い
。�

（
市
長
）

ֶ
ߍ
ਤ
ॻ
ؗ
ͷ
ॆ
࣮
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

平
成
26
年
に
学
ߍ
図
書
館
法

が
改
正
さ
れ
、
学
ߍ
図
書
館
の
職
務

に
従
事
す
る
職
員
を
学
ߍ
࢘
書
と
し

て
Ґ
置
づ
け
、
学
ߍ
に
置
く
よ
う
努

め
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
本
市
に
お

い
て
は
、
全
て
の
小
中
学
ߍ
の
図
書

館
に
パ
ー
ト
の
࢘
書
補
を
配
置
し
成

果
を
上
げ
て
い
る
が
、
児
童
生
ె
の

ಡ
書
活
動
を
さ
ら
に
支
ԉ
す
る
上
で

大
規

ߍ
か
ら
正
職
員
と
し
て
学
ߍ

࢘
書
を
配
置
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　

学
ߍ
図
書
に
関
す
る
体
制
に

つ
い
て
は
、
現
状
の
体
制
で
ݚ
म
の

機
会
や
内
容
を
ॆ
実
す
る
こ
と
を

も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
を
考
え
て
い

る
。�

（
教
育
長
）

খ
ا
ۀ
ࢧ
ԉ
ʹ
ͭ
͍
ͯ

問　

平
成
26
年
６
月
に
国
会
で
小

規

企
業
ৼ
ڵ
基
本
法
が
成
立
し
、

国
と
全
て
の
自
治
体
に
小
規

企
業

へ
の
支
ԉ
が

務
と
し
て
明
確
化
さ

れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
中
小
企
業
政
ࡦ

は
中
小
企
業
の
上
の
部
分
、
や
る
ؾ

と
能
力
の
あ
る
中
小
企
業
の
支
ԉ
が

中
৺
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
基
本
法
は
、

個
人
事
業
主
や
家

経
営
者
で
従
業

員
５
人
以
下
の
小
事
業
者
に
光
を
あ

て
、
こ
れ
ら
小
事
業
者
が
地
域
経
済

の
主

と
Ґ
置
づ
け
、
そ
の
ৼ
ڵ
と

支
ԉ
が
必
要
と
し
て
い
る
。
市
の
考

え
と
取
り
組
み
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

答　

法
の
施
行
に
よ
り
、
小
規


事
業
者
を
支
ԉ
す
る
事
業
メ
ニ
ỿ
ー

が
用
意
さ
れ
る
こ
と
が

定
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
国
や
県
等
関
係
機
関
の

動
向
に
注
視
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、


工
会
と
連
携
し
、
ళ
ฮ
自
ら
が
効

果
的
な
事
業
の
取
り
組
み
を
促
す
こ

と
で
、
市
内
事
業
者
の
仕
事
確
保
を

図
り
た
い
。�

（
経
済
部
長
）

米価暴落対策を国・県に求めよ
ਤ書館のॆ࣮をߍֶ

（
日
本
共
産
党
）

福
田
　
慧
一
　
議
員

uto-48_p05-12cs6.indd   12 2015/02/04   8:40:05
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報告委員会

平成27年 2月 15日

総
務
市
民

総
務
部
・
企
画
部
・
市
民
環
境
部
・
そ
の
他
を
所
管

経
済
建
設

経
済
部
・
建
設
部
・
農
業
委
員
会
を
所
管

　

論
議
さ
れ
ま
し
た
主
な
も
の
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
ま
ち
づ
く
り
基
金
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
「
基

金
は
約
９
千
万
円
に
な
る
が
、
基
金
の
必
要
性
と
活
用
方

法
に
つ
い
て
」
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
今
回
の
ま

ち
づ
く
り
基
金
は
、
一
般
財
団
法
人　

民
間
都
市
開
発
推

進
機
構
か
ら
２
千
５
百
万
円
の
拠
出
金
を
得
る
た
め
に
、

こ
れ
ま
で
企
画
課
が
所
管
し
て
い
た
人
づ
く
り
基
金
約

６
千
５
百
万
円
を
原
資
と
し
て
、
新
た
に
設
置
す
る
も
の

で
、
あ
わ
せ
て
約
９
千
万
円
の
基
金
と
な
る
。
活
用
方
法

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
助
成
金
と

防
犯
灯
設
置
補
助
金
、
人
づ
く
り
基
金
助
成
金
の
合
計
約

11
百
万
円
の
財
源
と
し
て
活
用
す
る
。」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
別
の
委
員
か
ら
「
２
千
５
百
万
円
の
拠
出
金
は

返
済
す
る
必
要
は
な
い
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行

部
か
ら
「
こ
の
拠
出
金
は
返
済
す
る
必
要
は
な
い
。」
と

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
議
案
以
外
で
、
事
業
リ
フ
ォ
ー
ム
の
一
つ
で

「
民
間
企
業
へ
の
職
員
派
遣
」
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
、

「
個
別
評
価
で
４
人
が
要
改
善
と
な
っ
て
い
る
が
、
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
意
見
が
出
た
の
か
。」
と
の
質
疑
が
あ

り
、
執
行
部
か
ら
、「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
、

取
り
組
み
が
不
十
分
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
職
員

の
経
験
を
組
織
に
反
映
で
き
る
よ
う
に
と
言
う
建
設
的
な

意
見
で
あ
っ
た
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
ミ
ニ
バ
ス
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
「
市
民
か
ら
、

バ
ス
停
が
遠
い
と
聞
く
。
利
用
者
が
少
な
い
よ
う
な
の
で
、

路
線
の
見
直
し
等
を
図
れ
ば
ど
う
か
。」
と
の
質
疑
が
あ

り
、
執
行
部
か
ら
「
バ
ス
停
に
つ
い
て
は
、
路
線
バ
ス
事

業
者
と
競
合
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
簡
単
に
バ
ス
停
の

設
置
は
難
し
い
。
路
線
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
市
街
地

ま
で
の
延
伸
や
路
線
を
新
設
し
た
こ
と
に
よ
り
、
乗
車
人

数
は
増
え
た
。
し
か
し
、
収
支
率
に
つ
い
て
は
、
僅
か

4.3
％
し
か
伸
び
て
い
な
い
の
で
、
今
後
も
関
係
機
関
と
協

議
を
図
り
、
収
支
率
向
上
に
努
力
す
る
。」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
事
業
リ
フ
ォ
ー
ム
全
体
の
結
果
報
告
の
様
式
の

問
題
で
、
委
員
か
ら
「
結
果
だ
け
で
は
な
く
、
委
員
の
意

見
や
要
望
な
ど
掲
載
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
そ
の
後
の
対
応

や
、
見
直
し
の
検
討
が
で
き
る
。」
と
の
要
望
が
あ
り
ま

し
た
。

　

最
後
に
、
場
外
車
券
売
場
の
件
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら

「
現
在
、
場
外
車
券
売
場
の
設
置
計
画
が
あ
る
よ
う
だ
が
、

進
捗
状
況
を
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。」
と
の
質
疑
が
あ

り
、
執
行
部
か
ら
「
10
月
～
11
月
に
か
け
て
、「
Ｋ
Ｔ

２１
」
と
い
う
民
間
会
社
が
地
元
住
民
に
対
し
て
説
明
会
を

開
催
さ
れ
、
予
定
地
に
隣
接
す
る
周
辺
３
行
政
区
で
は
同

意
が
取
れ
た
と
伺
っ
て
い
る
。

　

計
画
予
定
地
は
、
水
町
の
国
道
３
号
沿
い
で
、
ク
ロ
ス

21
の
国
道
を
挟
ん
だ
向
か
い
側
で
競
輪
と
オ
ー
ト
レ
ー
ス

の
場
外
車
券
売
場
の
設
置
を
計
画
さ
れ
て
い
る
。
面
積
は
、

建
坪
が
約
２
７
０
坪
、
開
催
日
数
が
３
５
０
日
、
年
間
売

上
げ
15
億
２
千
万
円
を
見
込
ん
で
い
る
。」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
委
員
か
ら
「
以
前
の
場
外
舟
券
売
場
計

画
の
時
は
、
地
元
自
治
会
の
同
意
や
議
会
の
反
対
が
な
い

こ
と
、
首
長
の
同
意
な
ど
３
つ
の
条
件
が
必
要
で
あ
っ
た

が
、
今
回
の
場
合
は
ど
う
か
」
と
の
質
疑
に
対
し
、
執
行

部
か
ら
「
法
律
が
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
と
自
転
車
競

技
法
で
は
、
設
置
要
件
が
異
な
る
の
で
、
先
述
の
３
つ
の

条
件
の
よ
う
な
明
確
な
も
の
は
な
い
。
今
後
、
詳
細
な
計

画
が
分
か
り
次
第
、
報
告
す
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま

し
た
。

　

以
上
が
、
論
議
さ
れ
た
主
な
内
容
で
あ
り
ま
す
が
、
本

委
員
会
に
付
託
を
受
け
ま
し
た
議
案
に
つ
い
て
は
、
原
案

の
と
お
り
全
会
一
致
で
承
認
お
よ
び
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

ޱमҰҕһ

　

論
議
さ
れ
ま
し
た
主
な
も
の
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
委
員
か
ら
「
現
在
の
経
済
状
況
下
に
お
い
て
、
市
営
住

宅
の
入
居
待
機
者
は
ど
の
よ
う
な
状
況
か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

執
行
部
か
ら
「
若
干
増
え
て
き
て
お
り
、
現
在
、
１
年
か
ら
１
年

半
の
待
ち
と
な
っ
て
い
る
。
高
齢
者
や
小
さ
い
子
ど
も
が
い
る
家

庭
は
団
地
の
１
階
や
２
階
を
希
望
さ
れ
る
方
が
多
い
た
め
、
入
居

ま
で
２
年
以
上
か
か
る
場
合
も
あ
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
委
員
か
ら
、「
現
在
、
市
営
住
宅
は
造
ら
な

い
と
い
う
方
針
だ
と
思
う
が
、
不
況
で
若
い
人
た
ち
が
家
を
建
て

る
の
は
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
市
営
住
宅
建
設
に
対
す
る
市

の
考
え
は
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
駅
前
団
地
に

つ
い
て
は
、
場
所
は
良
い
が
平
屋
や
２
階
建
て
の
団
地
で
あ
り
効

率
が
悪
い
。
こ
の
た
め
、
今
後
、
建
替
え
を
検
討
す
る
場
合
は
駅

前
団
地
を
候
補
と
し
た
い
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
議
案
以
外
で
委
員
か
ら
「
事
業
リ
フ
ォ
ー
ム
の
対
象
に

『
農
業
・
漁
業
経
営
者
の
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度
導
入
と
専

門
職
員
の
配
置
事
業
』
が
あ
が
っ
て
い
た
が
、
現
在
、
農
業
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
は
雇
用
し
て
い
る
が
、
漁
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
雇
用
さ

れ
て
い
な
い
。
今
後
、
予
定
は
あ
る
の
か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

執
行
部
か
ら
「
雇
用
す
る
た
め
に
継
続
し
て
努
力
は
し
て
い
る
が
、

漁
業
に
関
し
て
は
人
材
確
保
が
難
し
い
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
委
員
か
ら
「
技
術
と
い
う
面
で
は
生
産
者

の
方
が
上
で
あ
る
。
経
営
の
プ
ロ
を
雇
用
し
て
、
農
業
者
・
漁
業

者
に
対
し
て
経
営
の
指
導
を
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
シ
フ
ト
し
て

い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
委
員
か
ら
、
宇
土
終
末
処
理
場
の
業
務
委
託
に
つ
い
て

質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
今
年
度
ま
で
は
随
意
契
約
だ
っ
た

が
、
透
明
性
・
公
平
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、
来
年
度
か
ら
の
業

務
に
つ
い
て
は
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で
委
託
業
者
を
決
定

す
る
予
定
で
あ
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
委
員
か
ら
「
終
末
処
理
場
は
、
今
ま
で
の
実
績
で
業
務
の
仕
様

書
は
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
を
導
入
し
て
、

企
画
・
提
案
を
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
の
か
。」
と
の
質
疑
が

あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
様
々
な
課
題
を
提
示
し
て
、
ど
の
よ
う
に

考
え
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
処
理
を
す
る
の
か
を
提
案
書
と

し
て
提
出
し
て
も
ら
う
。
公
募
型
な
の
で
、
広
く
業
界
の
方
に
提

案
を
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
て
い
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、
付
託
さ
れ
た
案
件
の
う
ち
、
議
案
第
１
０
０
号　

指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
12
月
10
日
と
16
日
の
２
日
間
に
わ

た
っ
て
執
行
部
に
説
明
を
求
め
、
管
理
を
行
わ
せ
る
施
設
で
あ
る

宇
土
マ
リ
ー
ナ
物
産
館
の
現
地
視
察
を
行
う
な
ど
慎
重
に
審
議
を

行
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
委
員
か
ら
指
定
管
理
者
と
な
る
ベ
ル
ポ
ー
ト
宇
土
に
つ

い
て
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
ア
メ
リ
カ
に
本
部
を
置
く
マ

リ
ー
ナ
運
営
会
社
で
あ
る
ベ
ル
ポ
ー
ト
・
グ
ル
ー
プ
の
グ
ル
ー
プ

会
社
と
し
て
平
成
25
年
９
月
に
設
立
さ
れ
た
。
主
な
業
務
は
、
マ

リ
ー
ナ
の
企
画
運
営
及
び
マ
リ
ー
ナ
の
背
後
地
の
開
発
。
併
せ
て
、

公
共
マ
リ
ー
ナ
の
指
定
管
理
お
よ
び
企
画
設
計
で
あ
る
。」
と
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
委
員
か
ら
「
指
定
管
理
者
が
変
わ
っ
た
場
合
、
従
業
員

は
ど
う
な
る
の
か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
希
望

す
る
従
業
員
に
つ
い
て
は
継
続
雇
用
と
な
っ
て
い
る
。」
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
別
の
委
員
か
ら
「
給
料
等

の
条
件
は
ど
う
な
る
の
か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら

「
給
料
等
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
会
社
で
決
め
る
こ
と
に
な
る
が
、

待
遇
面
も
含
め
配
慮
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
委
員
か
ら
「
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
で
の
選
定
結
果

と
し
て
、『
出
荷
協
議
会
や
地
域
と
の
連
携
が
見
ら
れ
た
』
と
あ

る
が
、
書
面
で
書
い
て
き
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。」
と
の

質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
書
面
で
書
い
て
き
て
い
る
こ
と
は
、

実
行
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
で
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を

整
え
注
視
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま

し
た
。

　

ま
た
、
委
員
か
ら
「
こ
の
議
案
に
つ
い
て
は
、
議
案
書
だ
け
で

は
賛
否
の
検
討
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
執
行
部
に
は
、
委
員

会
で
十
分
な
審
査
が
で
き
る
よ
う
、
関
連
資
料
を
用
意
し
て
お
く

な
ど
配
慮
し
て
も
ら
い
た
い
。」
と
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。

　

以
上
が
、
論
議
さ
れ
た
主
な
内
容
で
あ
り
ま
す
が
、
本
委
員
会

に
付
託
を
受
け
ま
し
た
議
案
に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致
で
す
べ
て

原
案
の
と
お
り
可
決
致
し
ま
し
た
。

ౢຊܓਓҕһ
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ま
ず
、
要
望
活
動
に
つ
い
て
、
ご
報
告
い
た
し

ま
す
。
去
る
11
月
13
日
に
国
土
交
通
省
九
州
地
方

整
備
局
及
び
熊
本
河
川
国
道
事
務
所
、
11
月
26
日

に
は
熊
本
県
選
出
国
会
議
員
及
び
国
土
交
通
省
本

省
に
対
し
、
宇
土
市
の
現
状
と
課
題
、
及
び
重
点

要
望
事
項
に
つ
い
て
の
説
明
を
申
し
上
げ
、
熊
本

天
草
幹
線
道
路
の
整
備
促
進
と
所
要
の
予
算
額
の

確
保
を
強
く
お
願
い
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

続
き
ま
し
て
、
去
る
12
月
４
日
、
執
行
部
出
席

の
も
と
本
委
員
会
を
開
催
し
、
現
在
ま
で
の
取
り

組
み
状
況
に
つ
い
て
、
執
行
部
か
ら
説
明
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、「
熊
本
・
宇
土
道
路
」
の
用
地
取
得
の

状
況
に
つ
い
て
は
、
宇
土
市
側
、
熊
本
市
側
と
も

に
前
回
の
報
告
か
ら
進
捗
は
あ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

工
事
の
状
況
で
す
が
、
宇
土
市
側
で
１
件
の
改

良
工
事
が
竣
工
し
、
引
き
続
き
１
件
の
改
良
工
事

が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
（
仮
称
）
緑
川
大
橋
に
つ
い
て
は
、
来
年
１
月

に
予
定
さ
れ
て
い
る
下
部
工
工
事
の
発
注
に
向
け

て
、
漁
業
補
償
の
協
議
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、「
宇
土
道
路
」
に
つ
い
て
は
、
引
き
続

き
、
全
線
に
わ
た
る
幅
杭
の
設
置
と
用
地
測
量
、

用
地
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
11
月

か
ら
用
地
買
収
に
向
け
た
協
議
に
着
手
を
し
て
お

り
ま
す
。

　

以
上
の
報
告
を
踏
ま
え
、
委
員
会
で
論
議
さ
れ

ま
し
た
主
な
内
容
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
委
員
か
ら
「
先
日
の
要
望
活
動
の
と
き

に
も
伝
え
た
が
、
地
域
高
規
格
道
路
の
要
望
書
や

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
内
容
が
古
い
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。
新
し
く
作
り
直
し
、
写
真
等
も
掲
載
す

べ
き
で
は
な
い
か
。」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
執

行
部
か
ら
「
交
通
渋
滞
や
越
波
の
写
真
を
掲
載
す

る
な
ど
、
今
後
検
討
し
た
い
。」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

　

次
に
委
員
か
ら
、
漁
業
補
償
の
協
議
の
状
況
に

つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
国
土
交
通

省
か
ら
市
へ
協
力
依
頼
が
あ
っ
て
い
る
が
、
な
か

な
か
難
し
い
状
況
で
あ
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
別
の
委
員
か
ら
「
緑
川
大
橋
の
下
部
工

工
事
は
１
月
に
発
注
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
漁
業

補
償
の
交
渉
次
第
で
は
遅
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
年
度
内
に
発
注
で
き
れ
ば
い
い
の
か
。」

と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
予
算
が
執
行

で
き
な
い
と
、
今
後
の
予
算
措
置
に
影
響
が
で
る

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
話
を
国
土
交
通
省
か
ら
聞

い
て
い
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。 

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
当
委
員
会
と
し
ま
し
て

は
、
今
後
も
予
算
の
獲
得
に
向
け
市
執
行
部
と
と

も
に
要
望
活
動
に
取
り
組
み
、
１
日
も
早
い
熊

本
・
天
草
幹
線
道
路
の
全
線
開
通
を
目
指
し
て
、

頑
張
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

地
域
高
規
格
道
路
促
進
等
対
策
特
別
委
員
会

ޱଟඒ༤ҕһ

　

論
議
さ
れ
ま
し
た
主
な
も
の
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

議
案
第
95
号　

宇
土
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
施
設
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
委
員
か
ら
、「
今
回
の
改

正
で
学
童
保
育
の
対
象
に
小
学
４
年
生
か
ら
６
年
生
も
加
わ

る
が
、
児
童
が
増
え
る
こ
と
で
施
設
面
や
指
導
員
な
ど
の
対

応
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
の
質
疑
が

あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
施
設
の
面
積
や
児
童
数
に
対
す
る
指

導
員
の
人
数
な
ど
、
国
に
準
じ
た
基
準
を
定
め
て
い
る
。
人

員
確
保
な
ど
難
し
い
面
も
あ
る
が
、
基
準
に
そ
っ
て
対
応
し

て
い
き
た
い
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
案
第
97
号　

宇
土
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
委
員
か
ら
、「
今
回
の
改
正
を
行

う
と
、
一
人
当
た
り
い
く
ら
に
な
る
の
か
。
ま
た
、
県
内
14

市
の
中
で
見
た
場
合
の
宇
土
市
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
被
保
険
者
一

人
当
た
り
平
均
で
現
状
７
２
，
０
０
０
円
程
度
で
あ
り
、
改

正
後
は
７
７
，
０
０
０
円
程
度
に
な
る
見
込
み
。
ま
た
県
内

14
市
の
中
で
は
金
額
の
低
い
ほ
う
か
ら
３
番
目
、
改
正
後
で

も
低
い
ほ
う
か
ら
４
番
目
に
な
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま

し
た
。

　

議
案
第
101
号　

平
成
26
年
度
宇
土
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
６
号
）
に
つ
い
て
委
員
か
ら
、「
子
育
て
臨
時
給
付
金
の

給
付
開
始
か
ら
時
間
が
た
つ
が
、
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い

人
は
い
る
の
か
。
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
対
応
は
ど
の
よ
う
に

し
て
い
る
の
か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
申

請
件
数
で
考
え
る
と
、
概
ね
97
％
程
度
が
給
付
済
み
で
あ
る
。

ま
だ
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
通
知

を
お
送
り
し
て
お
り
、
そ
の
後
少
し
ず
つ
申
請
が
さ
れ
て
い

る
状
況
で
あ
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
委
員
か
ら
「
轟
水
源
の
維
持
管
理
に
補
助
を
行
っ

て
い
る
が
、
現
状
は
対
処
的
な
も
の
で
あ
り
、
管
理
に
あ
た

る
方
も
実
質
お
一
人
と
の
こ
と
で
あ
る
。
宇
土
市
の
貴
重
な

財
産
で
あ
る
の
で
、
将
来
、
管
理
組
合
で
対
応
で
き
な
く
な

る
前
に
行
政
と
し
て
何
ら
か
の
方
針
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。」
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
案
第
103
号　

平
成
26
年
度
宇
土
市
介
護
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
３
号
）
に
つ
い
て
委
員
か
ら
、「
現
在
ま
で
、

介
護
保
険
料
は
上
昇
し
続
け
て
い
る
が
、
65
歳
以
上
の
第
１

号
被
保
険
者
に
と
っ
て
、
負
担
感
は
大
き
い
。
今
後
作
成
さ

れ
る
第
６
期
介
護
計
画
の
見
通
し
で
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の

か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
「
ま
ず
、
人
口
構

造
上
、
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
65
歳
以
上
の
第

１
号
被
保
険
者
と
、
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
第
２
号
被
保
険

者
の
負
担
割
合
が
見
直
さ
れ
る
。
第
１
号
保
険
者
が
21
%

か
ら
22
%
、
第
２
号
保
険
者
が
29
%
か
ら
28
%
と
な
り
、

仮
に
制
度
体
制
が
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
試
算
で

は
月
２
５
０
円
程
度
の
上
昇
が
見
込
ま
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
、

毎
年
増
加
し
続
け
て
い
る
給
付
費
の
増
額
対
応
分
も
必
要
と

な
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
議
案
以
外
と
し
て
、「
今
後
、
市
内
や
各
地
域
で

駅
伝
大
会
な
ど
の
催
し
が
あ
る
が
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
の

方
ま
で
た
く
さ
ん
の
方
が
参
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
救
護

人
員
の
配
置
や
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
準
備
な
ど
、
万
一
に
備
え
た
体

制
な
ど
に
十
分
な
配
慮
を
お
願
い
し
た
い
。」
と
の
意
見
が

あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
他
、「
門
内
町
の
武
家
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
今
後
整

備
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
、

周
辺
に
ほ
と
ん
ど
灯
り
が
な
い
の
で
、
早
い
時
間
か
ら
真
っ

暗
に
な
っ
て
い
る
。
防
犯
の
た
め
に
も
、
ま
た
観
光
資
源
と

捉
え
る
な
ら
な
お
の
こ
と
、
必
要
と
思
わ
れ
る
の
で
検
討
し

て
い
た
だ
き
た
い
。」
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

以
上
が
、
論
議
さ
れ
た
主
な
内
容
で
あ
り
ま
す
が
、
本
委

員
会
に
付
託
を
受
け
ま
し
た
議
案
に
つ
い
て
は
、
議
案
第
95

号
、
96
号
、
98
号
、
99
号
、
101
号
、
102
号
、
103
号
に
つ
い
て

は
全
会
一
致
で
、
ま
た
議
案
第
97
号
に
つ
い
て
は
賛
成
多
数

で
、
す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

文
教
厚
生

健
康
福
祉
部
・
教
育
委
員
会
を
所
管
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【市長提出議案】

議案番号 件　　　名 付託委員会 議決の結果

第73号 宇土市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

第74号 宇土市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 〃

第75号 宇土市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について 〃

第76号 宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 〃

第77号 平成26年度宇土市一般会計補正予算（第５号）について 〃

第78号 平成26年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 〃

第79号 平成26年度宇土市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について 〃

第80号 平成26年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第２号）について 〃

第8１号 平成26年度宇土市水道事業会計補正予算（第２号）について 〃

第8２号 平成26年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第２号）について 〃

第83号 専決処分の報告及び承認を求めることについて
　専決第15号　平成26年度宇土市一般会計補正予算（第３号）について 総務市民 原案承認

第84号 専決処分の報告及び承認を求めることについて
　専決第16号　平成26年度宇土市一般会計補正予算（第４号）について 総務市民 〃

第94号 宇土市まちづくり基金条例について 総務市民 原案可決

第95号 宇土市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正する条例について 文教厚生 〃

第96号 宇土市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 文教厚生 〃

第97号 宇土市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 文教厚生 〃

第98号 宇土市幼稚園条例の一部を改正する条例について 文教厚生 〃

第99号 宇土市立幼稚園一時預かり保育条例について 文教厚生 〃

第１00号 指定管理者の指定について（宇土マリーナ物産館） 経済建設 〃

第１0１号 平成26年度宇土市一般会計補正予算（第６号）について
総務市民
経済建設
文教厚生

〃

第１0２号 平成26年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について 文教厚生 〃

第１03号 平成26年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第３号）について 文教厚生 〃

第１04号 平成26年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第３号）について 経済建設 〃

第１05号 平成26年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第４号）について 経済建設 〃

諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 原案答申

【議員提出議案】

番号 件　　　名 議決結果

発議第７号 「手話言語法」制定を求める意見書 原案可決

発議第８号 介護従事者の処遇改善を求める意見書 〃

発議第９号 「農協改革」に関する意見書 〃

【請願・陳情】

受理番号 陳　情　の　件　名 付託委員会 議決結果

請願 平成26年
3 手話言語法制定について国への意見書提出を求める請願 文教厚生 採択

陳情

平成26年
4

道州制導入・労働法制改悪に反対し，最低賃金・公務員賃金の改善を
求める意見書の提出に関する陳情 総務市民 継続審査

平成26年
5 介護従事者の処遇改善を求める陳情書 文教厚生 採択

平成26年
6 平成27年度税制改正に関する提言について 総務市民 継続審査

平成26年
7 「農協改革」に関する陳情書 経済建設 採択

平成2�年ୈ̐ճӉٞࢢձఆྫձܾٞ݁ՌҰཡ

uto-48_p13-15cs6.indd   15 2015/02/04   8:40:21



1�͏ͱٞࢢձͩΑΓɹୈ���߸

市議会からのお知らせ

　৽しいฤू委員Ͱの２ճの発ߦとͳりましͨɻ議会
の׆ಈঢ়گを市民のΈͳ͞Μへ分りすく͓͑Ͱきる
Α͏に，ಡΈすいࢴ໘づくりにめてまいりますɻ
，する委員会を設ஔし౼ݕりํをࡏ年に，議会のࡢ　
議会ੑ׆ԽのऔりΈ࢝まりますɻ議会׆ಈに市民の
օ͞Μのを׆かすΑ͏にしͨいとࢥいますのͰ，͝意
見を͓ͤدいͨͩきますΑ͏͓願い申し্͛ますɻ
ࡂかΒ２0年，宇土市͕͞Βにࡂਆ୶࿏େࡕ，年ࠓ　
い，҆৺҆શͳҬにͰきるΑ͏市議会શྗͰڧに
ಈをいͨしますɻ׆
ฤू委員
　委員長ʗ౻Ҫܚๆ　෭委員長ʗޱम一
　委　員ʗֽ㟒࣏　委　　員ʗౢຊܓ人

編 集 後 記

　市議会のϗーϜϖーδͰ，ຊ会議（定例会・ྟ時
会）の会議を公։していますɻ
ʦΞυϨεʧ 
　IUUQ���XXX.DJUZ.VUP.LVNBNPUP.KQ�
　ຊ会議の会議（ࢠ），市情報公։ίーナー

（市ॴ̍֊ϩϏー），市立ਤ書館ͰӾཡͰきますɻ
　ͳ͓，平成26年第４ճ定例会の会議，平成27年
第̍ճ定例会Ҏ߱にӾཡ可Ͱすɻ
　　　
˕ੜதܧʢϥΠϒ์ૹʣ
　議会։会த，ຊ会議（定例会・ྟ時会）の༷を生
த継Ͱ市ॴ̍֊ϩϏー・ࢧॴ・ాࢧॴに設ஔ
͞ΕているςϨϏϞχλーͰ͝ཡにͳΕますɻ
ʦ͓͍߹ͤʧ
　 市議会事務0964　ہʵ22ʵ1111
　　　　　　　　ઢ2611
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ɹࢢ議会Ͱࢢຽのօ͞Μのੜ׆ʹີண͕ͨ͠
審議͞Ε͍ͯ·͢ɻۙͳࢢをΔͨΊʹɼͥͻ
Ұௌͯ͠Έ·ͤΜ͔ɻ
◇	議会傍聴席は市役所議会棟2階の議場内にあり
ます。傍聴席入口で必要事項をご記入のうえ，
席へお着きください。また，委員会傍聴につい
ては議会事務局にて受付をお願いします。

◇	本会議の傍聴席の定員は50人です。
◇	委員会傍聴については，委員会室の広さ・内容
等により人員を制限する場合がありますのでご
了承ください。

◇	原則として，本会議，委員会は午前10時開会
ですが，議事の都合で変更する場合があります。

◇	本会議傍聴の際は，傍聴席入口に掲示の注意事
項をお守りください。

ฏ��
ୈ̍ճఆྫձձظఔ
３ 月₃日　　開会
　　₄日　特別委員会
　　₅，₆，₉日
　　　　　質疑 ・一般質問
　　10日　総務市民委員会
　　11日　経済建設委員会
　　12日　文教厚生委員会
　　19日　閉会

ཁʹࠃઢಓ࿏උଅਐΛװຊఱ۽
　地域高規格道路「熊本天草幹線道路」の早期全線開通を図
るため，「熊本・宇土道路」の早期開通，「宇土道路」の早期
着工と所要の予算額の確保等について要望活動を行いました。
　これは，市議会と市執行部が合同で行ったもので，11月
13日には国土交通省九州地方整備局及び熊本河川国道事務
所，11月26日には熊本県選出国会議員及び国土交通省本
省に対して要望しました。
　市議会では，平成10年に「地域高規格道路促進等対策特
別委員会」を設置し，熊本天草幹線道路の早期開通に向けて
取り組んでいます。
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